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マイナンバー広報用ロゴマーク
「マイナちゃん」

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
社
会
保
障・税
番
号
）制
度
と
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
複
数
の
行
政
機
関
な
ど
で
管

理
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
を
、
同
一
の
個
人
で
あ
る
と
の

確
認
を
行
う
た
め
に
、国
民
一
人
ひ
と
り
に
個
人
番
号
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）と
呼
ば
れ
る
番
号
を
付
番
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
保
障
や
税
制
度
の
効
率
性
・
透
明

性
を
高
め
、
国
民
に
と
っ
て
利
便
性
の
高
い
公
平
・
公
正

な
社
会
が
実
現
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
制
度
の
仕
組
み

　
住
民
票
を
有
す
る
、
す
べ
て
の
人
に
１2
け
た
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
付
番
さ
れ
、
法
人
に
は
１3
け
た
の
法
人
番
号
が
付
番

さ
れ
ま
す
。

　
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
は
、こ
の
番
号
を
ほ
か
の
行
政

機
関
な
ど
が
持
つ
同
じ
人
の
情
報
と
結
び
付
け
て
、そ
の
人
の

情
報
を
照
会・提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
範
囲

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
に
関
す

る
分
野
で
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
事
務
に
つ
い
て
利
用
で
き

ま
す
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
で
、

社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
に
関
す
る
事
務
や
、
こ
れ
ら
に

類
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

  

将
来
的
に
は
、
よ
り
幅
広
い
分
野
で
利
活
用
さ
れ
る
こ
と

が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
2８
年
１
月
か
ら
の
行
政
手
続
で

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
使
用
開
始
に
合
わ

せ
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
に
関

す
る
事
務
や
、
こ
れ
に
類
す
る
事
務
に

つ
い
て
、
市
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用

す
る
た
め
の
条
例
制
定
が
必
要
で
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
骨
子
案
の
概
要
を

公
表
し
、
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間　
４
月
15
日（
水
）～
５
月
14
日（
木
）

閲
覧
場
所　
企
画
課
、
公
民
館
な
ど
の

施
設
に
募
集
要
領
お
よ
び
意
見
提
出
用

紙
を
設
置
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
ま
す
。

提
出
方
法　

◯
閲
覧
場
所
へ
持
ち
込
み

◯
郵
送   

〒
５
７
０

－

８
６
６
６

　
京
阪
本
通
２

－

２

－

５　
企
画
課

　
注
５
月
14
日（
木
）　
消
印
有
効

◯
FAX
０
６
・
６
９
９
４
・
１
６
９
１

◯ 
M

ori_kikaku＠

　
　

city-m
origuchi-osaka.jp

注 

住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
は
必
ず
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

問
企
画
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
０
４

～「（
仮
称
）
守
口
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個

人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
」
骨
子
案
～

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

始まり
ます！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
社
会
保
障
・
税
番
号
）制
度

マイナンバー・パブコメ 企画

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
は
10
月
か
ら
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◆
個
人
情
報
の
管
理

　
各
行
政
機
関
な
ど
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
各
行
政
機
関
な
ど
が
各
々
で
保
有
し
ま
す
。
ほ

か
の
行
政
機
関
な
ど
の
個
人
情
報
が
必
要
と
な
っ
た
場
合

は
、
法
律
な
ど
で
定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
り
、
照
会
・
提
供

で
き
る
と
さ
れ
て
い
て
、
一
元
管
理
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

  

ま
た
、
各
行
政
機
関
な
ど
が
保
有
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

含
む
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
）
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
第
三
者
機
関
で
あ
る
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
監

視
・
監
督
や
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
（
※
）、
罰
則
の

強
化
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

※ 

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
…
特
定
個
人
情
報
を
保
有
す
る

行
政
機
関
な
ど
が
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
そ
の
ほ

か
の
リ
ス
ク
を
分
析
し
、
リ
ス
ク
軽
減
の
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。
さ
ら
に
、
そ
の
措
置
が
保
護
措
置
と
し
て
十
分
で

あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
。

◆
制
度
導
入
の
経
緯
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
平
成
25
年
５
月
に
「
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
2７
号
）」
外
３
法
の
公

布
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

  

今
年
10
月
に
は
、
住
民
票
を
有
す
る
人
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
記
載
し
た
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
送
付
さ
れ
る
予
定
で
す
。

  

さ
ら
に
、
平
成
2８
年
１
月
か
ら
、
行
政
手
続
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
使
用
が
開
始
さ
れ
、
希
望
者
に
は
本
人
確
認
な
ど
に

使
用
で
き
る「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

○
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

℡
０
５
７
０・２
０・０
１
７
８（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
平
成
2７
年
10
月
の
「
通
知
カ
ー
ド
」

の
送
付
に
合
わ
せ
、
守
口
市
個
人
情
報

保
護
条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
守
口
市
個
人
情
報

保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
案
）
の
概
要
を
公
表
し
、
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

募
集
期
間　
４
月
１
日（
水
）～
30
日（
木
）

閲
覧
場
所　
法
制
文
書
課
、
公
民
館
な

ど
の
施
設
に
募
集
要
領
お
よ
び
意
見
提

出
用
紙
を
設
置
。ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

提
出
方
法

◯
閲
覧
場
所
へ
持
ち
込
み

◯
郵
送  

〒
５
７
０

－

８
６
６
６

　
京
阪
本
通
２

－

２

－

５　
法
制
文
書
課

　
注 

４
月
30
日
（
木
）
消
印
有
効

◯
FAX
０
６
・
６
９
９
４
・
１
６
９
１

◯ 
M

ori_bunsyo@

　
　

city-m
origuchi-osaka.jp

注 

住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
は
必
ず
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

問
法
制
文
書
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
２
７

～「
守
口
市
個
人
情
報

　
保
護
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例（
案
）」～

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

受
付
時
間　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

　
　
　
　
　
（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

HPhttp://w
w

w
.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

問
企
画
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
０
４

・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護   など
※ このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に

マイナンバーを利用することができます。

・ 税務当局に提出する確定申告書、
届出書、調書などに記載

・税務当局の内部事務

など

・ 被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務

など

　　　マイナンバー・パブコメ企画


